
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【対象】令和 7 年１２月から令和８年２月に実施の事業で次の①～③のいずれかに該当する活動 

①年末年始を機会とする地域での福祉活動やイベント（サロン活動等） 

②障がい者、介護者等の当事者団体の活動 

③社会福祉施設、ＮＰＯ法人の活動 

※助成金額は１団体２０,０００円以内を予定していますが、募金額や応募数により減額する場合が 

あります。社会福祉協議会の他の助成金を受けている事業への助成はできません。 

１ 公募による歳末の活動助成金 

 

 

【令和６年度実績】お赤飯、ぜんざい、丹波黒豆、たけのこ土佐煮、カップそば 

椎茸うま煮 他 （内容を変更することがあります） 

【対象となる方】次の①～③のすべてに該当する方 

① ８０歳以上（昭和２０年１２月３１日以前にお生まれ）のおひとり暮らしの方 

② 年末をご自宅で一人で過ごす方 

③ 令和７年１２月１日現在、要介護１以上の認定を受けている方 

※配付期間は１２月２２日（月）～１２月２５日（木）を予定しています。 

配付期間中に入院、入所、またサービス付き高齢者向け住宅を利用の方は対象となりません。 

２ 歳末たすけあい見舞品（年越しセット）の配付 

 

 

【対象となる方】次の①～④のいずれかに該当する方 

①身体障害者手帳（１・２級） ②療育手帳（A・B） ③精神障害者保健福祉手帳（１・２級）  

④ひとり親家庭（中学３年生までの子どもを扶養されている方） 

※申請時に、確認ができる手帳等の提示をお願いします。 

３ 歳末たすけあい見舞金（お見舞金）の配付 

   


